
施
し
、
郵
便
局
へ
連
絡
の
う
え
引
き
渡

し
て
く
だ
さ
い
。
受
付
窓
口
に
つ
い
て

く
わ
し
く
は
、
各
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま

た
は
電
子
情
報
技
術
産
業
協
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ（http://w

w
w
.pc3r.jp

）を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

な
お
、
申
し
込
み
の
と
き
に
、
回
収

再
資
源
化
料
金
の
支
払
い
が
必
要
で

す
。
た
だ
し
、
Ｐ
Ｃ
リ
サ
イ
ク
ル
マ
ー

ク
が
張
ら
れ
て
い
る
パ
ソ
コ
ン
は
回
収

再
資
源
化
料
金
を

支
払
う
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。

Oct.●14

i
n

f
o
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m

a
t
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暮

ら

し

の

お

知

ら

せ

パ
ソ
コ
ン
の
リ
サ
イ
ク
ル

※
く
わ
し
く
は
環
境
対
策
課（
1
20
‐

１
５
３
２
）へ
。

貴
重
な
資
源
を
多
く
含
ん
で
い
る
パ

ソ
コ
ン
は
、
事
業
者
が
自
主
的
に
回
収

し
、
リ
サ
イ
ク
ル
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

市
で
は
、
今
ま
で
家
庭
で
不
要
に
な

っ
た
パ
ソ
コ
ン
は
、
主
に
粗
大
ご
み
と

し
て
回
収
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
取

り
組
み
を
支
援
す
る
た
め
、
10
月
か
ら

粗
大
ご
み
と
し
て
は
回
収
し
な
く
な
り

ま
し
た
。

パ
ソ
コ
ン
を
処
分
す
る
場
合
は
、
製

造
メ
ー
カ
ー
が
設
置
す
る
受
付
窓
口
に

回
収
の
申
し
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

手
続
き
が
完
了
し
た
ら
、
パ
ソ
コ
ン
を

破
損
・
飛
散
し
な
い
よ
う
に
こ
ん
包
を

製
造
メ
ー
カ
ー
に
回
収
の
申
し
込
み
を

※
く
わ
し
く
は
ク
リ
ー
ン
推
進
課（
1

20
‐
１
５
３
０
）へ
。

空
き
地
に
雑
草
を
伸
び
放
題
に
し
て

お
く
と
、
ご
み
の
捨
て
場
所
に
な
っ
た

り
、
害
虫
の
発
生
原
因
と
な
っ
た
り
し

て
、
周
囲
に
大
変
迷
惑
を
掛
け
ま
す
。

ま
た
、
交
通
の
障
害
や
火
災
の
原
因

と
な
り
、
他
人
に
思
わ
ぬ
被
害
を
及
ぼ

し
か
ね
ま
せ
ん
。

所
有
者
は

し
っ
か
り
と
管
理
を

空
き
地
の
管
理

完
了
検
査
を

受
け
て
い
ま
す
か

違
反
建
築
防
止
週
間

休
日
収
納
窓
口
を

開
設
し
ま
す

県
税
の
納
付

※
く
わ
し
く
は
建
築
指
導
課（
1
20
‐

１
５
６
４
）へ
。

※
く
わ
し
く
は
印
旛
支
庁
税
務
課（
1

０
４
３
‐
４
８
３
‐
１
１
１
５
）へ
。

県
で
は
、
平
日
に
金
融
機
関
な
ど
の

窓
口
を
利
用
で
き
な
い
人
の
た
め
に
、

次
の
と
お
り
休
日
窓
口
を
開
設
し
ま

す
。

●
日
時
＝
10
月
26
日（
日
）
午
前
９
時

〜
午
後
５
時

●
場
所
＝
各
支
庁
税
務
課
・
各
県
税
事

務
所
・
自
動
車
税
事
務
所（
支
所
を

除
く
）

●
内
容
＝
自
動
車
税
な
ど
の
県
税
の
収

納
、
納
税
証
明
書
の
発
行
、
納
税
相

談

10
月
11
日（
土
）か
ら
17
日（
金
）は
、

違
反
建
築
防
止
週
間
で
す
。
わ
た
し
た

ち
が
安
心
し
て
暮
ら
す
た
め
に
は
、
建

築
物
が
安
全
で
あ
る
こ
と
が
と
て
も
大

切
で
す
。

建
築
基
準
法
は
、
生
命
・
健
康
・
財

産
を
保
護
す
る
た
め
、
地
震
や
火
災
な

ど
に
対
す
る
安
全
性
に
関
す
る
基
準
を

定
め
て
い
ま
す
。
こ
の
基
準
は
、
建
築

物
を
建
て
る
場
合
に
は
必
ず
守
ら
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
週
間
を
き
っ
か
け
に
、
あ
な
た

の
所
有
す
る
建
築
物
が
、
法
令
に
適
合

し
て
い
る
か
ど
う
か
建
築
士
と
相
談
す

る
な
ど
点
検
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

な
お
、
こ
の
期
間
中
に「
一
斉
公
開

建
築
パ
ト
ロ
ー
ル
」が
実
施
さ
れ
ま
す
。

空
き
地
の
所
有
者
は
、
周
囲
の
迷
惑

に
な
ら
な
い
よ
う
、
早
め
に
草
刈
り
を

す
る
な
ど
、
し
っ
か
り
と
し
た
土
地
管

理
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

市
で
は
、
草
刈
り
機
を
無
料（
刈
り

刃
と
燃
料
は
使
用
者
負
担
）で
貸
し
出

し
て
い
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

パソコンリサイクルの手順

住
　
民

メ
ー
カ
ー
の

リ
サ
イ
ク
ル
受
付

郵
便
局

回
収
指
示

①パソコンが不要になったら、メーカーに回
収を申し込みます。

②メーカー指定の方法で回収再資源化料金を
支払います。なお、PCリサイクルマーク
が張られているパソコンの場合は、回収再
資源化料金を支払う必要はありません。

回収申し込み

受付伝票の送付

③排出するパソコンをこん包した後、メーカ
ーから送付された受付伝票を張ります。

持ち込みまたは戸口回収

④最寄りの郵便局へ戸口回収を連絡するか、
直接持ち込みます。



15

日
ご
ろ
の
点
検
・
清
掃
を
忘
れ
ず
に

10
月
１
日
は
「
浄
化
槽
の
日
」

10
月
１
日
は
、「
浄
化
槽
の
日
」で
す
。

浄
化
槽
の
維
持
管
理
を
適
切
に
行
わ
な

い
と
、
悪
臭
な
ど
で
周
囲
に
迷
惑
を
掛

け
る
ば
か
り
で
な
く
、
川
や
沼
の
水
質

悪
化
を
ま
ね
く
原
因
に
も
な
り
ま
す
。

ま
た
、
浄
化
槽
の
機
能
を
最
大
限
に

発
揮
さ
せ
る
た
め
に
も
、
日
ご
ろ
の
維

持
管
理
が
大
切
で
す
。
浄
化
槽
を
使
用

し
て
い
る
人
は
、
次
の
こ
と
を
定
期
的

に
行
う
こ
と
が
法
令
で
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

〇

保
守
点
検
…
年
３
〜
４
回

〇

清
掃
…
年
１
回
以
上（
全
ば
っ
気
方
式

は
年
２
回
以
上
）

〇

法
定
検
査（
水
質
検
査
）…
年
１
回

市
で
は
、
合
併
処
理
浄
化
槽
の
維
持

管
理（
保
守
点
検
・
清
掃
）に
年
間
要
し

た
費
用
の
２
分
の
１
相
当
額（
左
表
①
）

◆
維
持
管
理
費
や
浄
化
槽
の

設
置
に
は
補
助
金
が

空
き
巣
な
ど
の
犯
罪
を

未
然
に
防
止
し
ま
し
ょ
う

秋
の
全
国
地
域
安
全
運
動

便
利
で
確
実
な

口
座
振
替
制
度
を

水
道
料
金
の
納
付

を
助
成
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
維
持
管
理
費
補
助
金
の
申
請

時
期
は
、
保
守
点
検
お
よ
び
清
掃
の
契

約
期
間
の
終
わ
り
の
日
が
属
す
る
年
度

内（
た
だ
し
、
終
わ
り
の
日
が
３
月
31

日
の
と
き
は
翌
年
度
）で
す
。

ま
た
、
し
尿
と
台
所
、
ふ
ろ
な
ど
の

雑
排
水
を
合
わ
せ
て
処
理
す
る
合
併
処

理
浄
化
槽
を
設
置
す
る
人
に
、
そ
の
設

置
費
用
の
一
部（
左
上
表
②
）を
補
助
し

て
い
ま
す
。

ま
た
、
合
併
処
理
浄
化
槽
の
設
置
に

伴
い
ト
イ
レ
を
水
洗
化
し
た
場
合
、
水

洗
便
所
補
助
金（
３
万
円
）を
支
給
し
ま

す
。現

在
、
単
独
処
理
浄
化
槽
を
使
っ
て

※
騒
音
地
域
に
つ
い
て
は
、
維
持
管

理
費
お
よ
び
設
置
補
助
金
と
も
特

例
に
よ
り
補
助
金
の
限
度
額
が
異

な
り
ま
す
。
く
わ
し
く
は
環
境
衛

生
課（
1
20
‐
１
５
３
１
）へ
。

水
道
料
金
が
、
納
期
限
内
に
支
払
わ

れ
な
い
場
合
は
、
督
促
状
や
給
水
停
止

予
告
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
納
付
さ
れ
な
い
場
合

は
、
給
水
を
停
止
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

水
道
料
金
の
支
払
い
は
、
金
融
機
関

な
ど
の
窓
口
や
コ
ン
ビ
ニ
で
も
で
き
ま

す
が
、
便
利
で
確
実
な
口
座
振
替
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。
な
お
、
納
入
通
知
書

を
紛
失
し
た
人
は
、
料
金
徴
収
受
託
者

の（
株
）ジ
ェ
ネ
ッ
ツ（
1
22
‐
８
８
８

１
）へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
市
水
道
部
業
務
課（
1

22
‐
０
２
６
９
）へ
。

10
月
11
日
か
ら
20
日
ま
で
、
秋
の
全

国
地
域
安
全
運
動
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

秋
の
夜
長
で
空
き
巣
な
ど
の
犯
罪
の

増
加
が
予
想
さ
れ
る
こ
の
時
期
、
次
の

こ
と
に
心
掛
け
て
犯
罪
を
未
然
に
防
止

し
ま
し
ょ
う
。

〇

オ
ー
ト
バ
イ
や
自
転
車
な
ど
の
盗
難

防
止
の
た
め
、
鍵
掛
け
・
防
犯
登
録

を
行
い
ま
し
ょ
う
。

〇

侵
入
な
ど
の
犯
罪
を
防
止
す
る
た
め

出
掛
け
る
と
き
は
必
ず
鍵
を
掛
け
ま

し
ょ
う
。

〇

車
上
荒
ら
し
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

車
内
に
貴
重
品
を
置
か
な
い
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

※
く
わ
し
く
は
市
民
生
活
課（
1
20
‐

１
５
２
７
）へ
。

合併処理浄化槽の補助金

①維持管理費補助金 ②設置補助金

人槽区分 限度額 人槽区分 限度額

5人槽 18,000円 5人槽 354,000円

6人槽 21,000円 6・7人槽 411,000円

7人槽 24,000円 8～10人槽 519,000円

8人槽 27,000円 11～20人槽 981,000円

10人槽 33,000円 21～30人槽 1,668,000円

11～50人槽 33,000円 31～50人槽 2,238,000円

補助金を利用し快適に

鍵掛けで盗難防止を

い
る
人
が
、
合
併
処
理
浄
化
槽
へ
転
換

す
る
場
合
、
通
常
の
設
置
補
助
に
18
万

円
を
上
乗
せ
し
て
支
給
し
ま
す（
た
だ

し
、
こ
の
制
度
に
関
し
て
は
、
新
築
・

建
て
替
え
は
除
く
）。
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◆

暮

ら

し
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せ

17
日
か
ら
31
日
ま
で

都
市
計
画
課
で
縦
覧

都
市
計
画
案

※
く
わ
し
く
は
市
民
課（
1
20
‐
１
５

２
５
）へ
。

相
談
に
は
予
約
が

必
要
で
す 住

宅
相
談

県
都
市
政
策
課（
千
葉
市
中
央
区
）

●
縦
覧
内
容

①
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び

保
全
の
方
針

②
区
域
区
分（
計
画
書
の
変
更
）

●
意
見
書
の
提
出

こ
の
案
に
つ
い
て
意
見
の
あ
る
人

は
、
縦
覧
期
間
中
に
意
見
書
を
出
す
こ

と
が
で
き
ま
す（
郵
送
の
場
合
は
、
同

期
間
中
の
消
印
有
効
）。

10
月
１
日
か
ら
11
月
30
日
ま
で
、
県

下
一
斉
に
駅
前
放
置
自
転
車
ク
リ
ー
ン

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

駅
周
辺
で
は
、
歩
道
や
車
道
に
無
秩

序
に
放
置
さ
れ
た
自
転
車
や
バ
イ
ク
が

歩
道
の
幅
を
狭
め
た
り
、
点
字
ブ
ロ
ッ

ク
を
隠
し
た
り
し
て
、
歩
行
者
に
大
変

迷
惑
を
掛
け
て
い
ま
す
。
特
に
、
障
害

者
や
高
齢
者
の
通
行
に
は
、
大
き
な
支

障
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
災
害
時
に
は
、
緊
急
活
動
や

避
難
の
妨
げ
に
も
な
り
ま
す
。

自
転
車
や
バ
イ
ク
の
利
用
者
は
市
営

市
内
の
郵
便
局
か
ら
住
民
票
と
戸
籍

の
謄
本
・
抄
本
の
申
請
を
す
る
と
、
自

宅
へ
送
付
さ
れ
る「
成
田
メ
ー
ル
」と
い

う
制
度
が
あ
り
ま
す
。

手
続
き
は
次
の
と
お
り
で
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
請
求
で
き
る
も
の

住
民
票
、
戸
籍
の
謄
本
・
抄
本

●
手
続
き
の
方
法

①
印
鑑
を
持
っ
て
市
内
の
郵
便
局
へ
。

②
郵
便
局
に
置
い
て
あ
る「
成
田
メ
ー

ル
」専
用
の
申
請
書
と
往
信
用
・
返

信
用
の
封
筒
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
切
手
を
張
っ
て
く
だ
さ
い
。

③
手
数
料
と
し
て
郵
便
局
の
定
額
小
為

替
を
必
要
な
金
額
分
だ
け
買
っ
て
同

封
し
て
投
か
ん
し
て
く
だ
さ
い
。
手

数
料
は
住
民
票
の
写
し
１
通
３
０
０

円
、
戸
籍
の
謄
本
・
抄
本
１
通
４
５

０
円
で
す
。

④
申
請
の
あ
っ
た
書
類
を
市
民
課
で
作

成
し
、
同
封
の
返
信
用
封
筒
で
自
宅

へ
返
送
し
ま
す
。
通
常
、
３
〜
４
日

で
届
き
ま
す
。

郵
便
局
で

申
請
で
き
ま
す

成
田
メ
ー
ル

10
月
１
日
か
ら

ク
リ
ー
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施

駅
前
放
置
自
転
車

※
市
営
駐
輪
場
の
利
用
・
登
録
な
ど

く
わ
し
く
は
市
民
生
活
課（
1
20
‐

１
５
２
７
）へ
。

成
田
市
建
築
工
業
組
合
連
合
会
の
会

員
が
、
住
宅
の
増
築
、
改
修
、
修
繕
に

関
す
る
相
談
お
よ
び
苦
情
を
受
け
て
、

解
決
に
向
け
た
助
言
や
指
導
機
関
へ
の

あ
っ
せ
ん
な
ど
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、

相
談
者
の
要
望
に
よ
り
、
該
当
す
る
市

内
業
者
の
紹
介
も
行
い
ま
す
。

電
気
に
関
す
る
省
エ
ネ
や
快
適
な
住

ま
い
づ
く
り
の
相
談
に
も
応
じ
ま
す
の

で
、
相
談
を
希
望
す
る
人
は
、
10
月
６

日（
月
）ま
で
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

●
日
時
＝
10
月
９
日（
木
）
午
前
10
時

〜
正
午

●
会
場
＝
成
田
商
工
会
議
所
会
議
室

※
く
わ
し
く
は
成
田
商
工
会
議
所（
1

22
‐
２
１
０
１
）へ
。

成
田
都
市
計
画
区
域
の「
都
市
計
画

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
」

お
よ
び「
区
域
区
分
」の
案
を
縦
覧
し
ま

す
。

●
期
間
＝
10
月
17
日（
金
）〜
31
日（
金
）

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

●
時
間
＝
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

●
場
所
＝
都
市
計
画
課（
市
役
所
５
階
）、

※
く
わ
し
く
は
都
市
計
画
課（
1
20
‐
１

５
６
０
）ま
た
は
県
都
市
政
策
課
（
1

０
４
３
‐
２
２
３
‐
３
３
７
５
）へ
。

10月の水道水の排水作業日程
水道部では赤水の発生を防ぐため、次のとおり水道水の排水作業を行い
ます。予定地区では、一時的に減水あるいは赤水になることもありますの
でご了承ください。
なお、受水槽を使用している場合は、万一に備え適切な措置をお願いし
ます。

※くわしくは市水道部工務課（122-0269）へ。

作業日 予定場所 予定時間
10月6日（月） 並木町（大久保台・成瀬台）地区
10月7日（火） 並木町（上記以外）・不動ヶ岡地区
10月8日（水） 飯田町・囲護台地区

午後10時

午前4時
〜

※
く
わ
し
く
は
保
険
年
金
課（
1
20
‐

１
５
２
６
）へ
。

新
し
い
保
険
証
で

受
診
し
て
く
だ
さ
い

国
民
健
康
保
険
証

10
月
１
日
か
ら
国
民
健
康
保
険
証
が

新
し
く
な
り
ま
す
。

み
な
さ
ん
が
今
ま
で
使
っ
て
い
た
国

民
健
康
保
険
証
は
、
９
月
30
日
で
有
効

期
限
が
切
れ
ま
し
た
。
10
月
１
日
か
ら

は
、
市
か
ら
送
付
さ
れ
た
新
し
い
保
険

証
を
使
っ
て
診
療
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
古
い
保
険
証
は
保
険
年
金
課

（
市
役
所
１
階
）ま
た
は
市
立
図
書
館
、

各
公
民
館
、
市
民
課
赤
坂
分
室
・
遠
山

分
室
、
美
郷
台
地
区
会
館
、
保
健
福
祉

館
へ
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

駐
輪
場
な
ど
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

放置自転車は通行の妨げです



相　談　名 期　日 時　間 場　所 問い合わせ先

市民（行政）相談 月～金曜日 08：30～17：00 市役所2階相談室 市民相談所120-1507

市民生活相談（家事・民事）
月・木曜日

09：00～16：00 〃 〃（13日は祝日のため14日に振り替え）
法律相談（予約制）

水曜日 13：00～16：00 〃 〃（裁判所で係争中の事件は除く）
市民なんでも相談 20日（月） 10：00～15：00 市役所2階201会議室 〃
不動産相談 21日（火） 10：00～12：00 〃 〃
税務相談 21日（火） 10：00～15：00 市役所2階相談室 〃
外国人相談

9日（木）・23日（木） 13：00～16：00 市役所2階201・202会議室 〃（英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語）

市民よろず相談 18日（土） 13：00～16：00 中央公民館会議室
市民よろず相談事務局
作田義美さん（123-3286）

女性就業（内職）相談（来所前に要電話） 水・金曜日 10：00～16：00 市役所2階女性就業相談室 商工観光課122-1111 内線2724
高齢者職業相談 月～金曜日 09：00～16：00 市役所2階高齢者職業相談室 商工観光課122-1111 内線2725
住宅相談（予約制）

9日（木） 10：00～12：00 成田商工会議所会議室
成田商工会議所122-2101

（新築・増改築に関する相談） 6日（月）までに申し込みを
パートタイマー職業相談 月～金曜日 09：00～16：00 パートサテライト（商工会館１階） パートサテライト122-8281
消費生活相談 月～金曜日 10：00～16：00 消費生活センター（市役所2階） 消費生活センター123-1161
年金相談 水曜日 10：00～15：00 市役所1階相談室 保険年金課120-1526
交通事故相談 7日（火） 10：00～15：00 市役所2階201会議室 市民生活課120-1527
心配ごと相談 木曜日 10：00～15：00 保健福祉館会議室 社会福祉協議会127-7755
酒害相談 2日（木）・16日（木） 09：00～12：00 〃 〃

介護相談 9日（木） 14：00～16：00
在宅介護支援センター

高齢者福祉課120-1537玲光苑124-2164
家庭児童相談 月～金曜日 09：00～16：00 市役所1階家庭児童相談室 児童家庭課120-1538
戦没者遺族相談 27日（月） 10：00～15：00 市役所1階相談室 厚生課120-1536
健康体力相談 火曜日 09：00～12：00 市体育館 市体育館126-7251
就学相談（予約制） 月・火・木曜日 09：00～17：00 市役所5階会議室 教育指導課120-1582
教育相談（予約制） 火曜日 09：00～16：00 教育センター（市立図書館2階） 教育センター120-6336

教育相談（不登校相談も） 月～金曜日 10：00～17：00
教育相談室

教育相談室128-3234（ニュータウンセンタービル6階）

17

電話で、パソコン入力の在宅
ワークを勧められました。「パ

ソコン研修用教材を購入して研修を
受けた後に、簡単な試験に合格すれ
ば、仕事を紹介する。月々5～6万円
の収入は確実。」と説明されて研修用
教材約60万円を信販契約し6カ月た
ちますが、簡単と説明された試験は
難しくて合格できず、収入は得られ
そうもないので解約したいのですが。

収入が得られると誘って商品
を購入させていますので、特

定商取引に関する法律の「業務提供
誘引販売取引」に該当すると考えら
れます。

Q

A

※くわしくは消費生活センター
（123-1161）へ。

契約後20日以内でしたらクーリン
グオフできますが、この事例のよう
に6カ月も経過しての解約は簡単では
ありません。受領している概要書
面・契約書をよく見直して、契約商
品の内容や仕事による収入の条件が
実際と違うところは無いか、また、
勧誘方法に問題が無かったかをチェ
ックして、契約の経緯・やめたい理
由をくわしく書いて、内容証明郵便
で解約を申し出てみましょう。ただ、
契約先の倒産や転居などで連絡が取
れない場合があり、解約交渉は難し
い場合が多いようです。
簡単に収入が得られるとの電話勧
誘をそのまま信じることは危険です。

商品を売りつけたり、講習料・登録
料を取ったりすることが目的の業者
もいます。
また、試験に合格し仕事ができて
も、単価が安く、説明された通りの
収入は得られず教材の支払いに追わ
れている例もあります。
仕事を始める前に出費を伴う誘い
は要注意です。


